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原発と小児甲状腺がんの関係について
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　原告側は準備書面92～95を提出しました。92で
は、福島第一原発事故によって11年間以上発生し
続ける汚染水が国及び東電の誤った対応により増
え続け、汚染水には危険性があるのに安上がりと
いうだけで海洋放出がされようとしていること、玄
海原発でも過酷事故での汚染水発生がありうるこ
となどを主張しました。93は国の地震に対する反
論への再反論です。94では、玄海町周辺の白血病

死亡率が玄海原発稼働後において他の地域よりも
高いのは昔から九州等で高い成人T細胞では説明
できず、原発稼働による生命身体に対する具体的
危険が存在することを新研究に基づき主張しまし
た。95では、福島第一原発事後後の福島県内の19
歳未満の子どもの甲状腺がん罹患率が統計学・疫
学上有意に増加し原発事故の影響と考えることが
合理的であることを主張しました。他方、国は、火
山噴火の危険性について旧火山ガイドの正当性、
破局的噴火を除外する正当性を主張しました。
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現在の原告数

10378人
（2023/1/12現在）

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は、私たちの、原発なくそう！九州玄海訴訟と原
発ゼロの日本を目指す運動にとって、極めて大事な1年
になります。
　昨年12月の裁判では、福島県喜多方市の劇団風の

子東北の澤田修さんに、一人劇で原発事故の被害を
伝えて来た体験などを意見陳述してもらいました。
　一方で、政府は昨年12月末、岸田首相が８月に指示
していた原発の追加再稼働や運転期間の延長、次世
代原発の新増設の行動方針案を「GX（グリーントラン
スフォーメーション）実行会議」で了承して、パブコメを
経て、２月に閣議決定しようとしています。日本の行方
を決定する最重要政策を民意や国会の意見も聞かず
に決定するのは、専守防衛の自衛隊に敵基地攻撃能
力を保有させる事にした閣議決定のやり方と全く同じ
です。
　このような逆流に対して、私たちはこの１年間、「福島
原発事故以前の日本に戻すな！」「民意が全く反映され
ていない基本方針は撤回すべきだ！」「原発ゼロの日本
を作ろう！」の声を大にして、運動を拡げて行きましょう。

第41回 口頭弁論を終えて
原発なくそう！九州玄海訴訟弁護団共同代表   椛島 敏雅
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澤田 修さん（劇団風の子東北代表）

1　私は、福島県喜多方市に住む澤田修と申しま
す。仕事は劇団風の子東北の代表を務めています。
1954年に福島県喜多方市に生まれましたが、父親
の仕事の関係で静岡県浜松市で幼少期を過ごしま
した。
　大学在学中は当時深刻な社会問題となっていた
水俣病の支援活動に没頭しました。大学卒業後も
研究室に入り水俣病の水銀分析などの手伝いをし
ていました。
　しかし、私が所属していた研究室の恩師が大学
を去ることになり、私も職を失いました。大学卒業
から2年目、1978年のことでした。
　そのようなとき、子どものころに良く学校に来て
くれていた「劇団たんぽぽ」の公演があると聞きま
した。何となく懐かしく思い、ふらっと観に行ったと
ころ、役者さんと意気投合し、そのまま制作スタッフ
として入団させてもらえることになりました。
　1984年、会社員をしていた父親が現役を引退し、
私自身も結婚したことを機に、故郷である会津に
戻ることになりました。一家で福島県喜多方市に
戻り、私も５年間勤めた劇団たんぽぽから当時か
ら東北でも公演していた劇団風の子へと移籍しま
した。
　劇団風の子は1950年に東京の下北沢に誕生し
たプロの児童劇団です。主なる公演場所は、保育
園、幼稚園、小学校、中学校、高校、放課後学童クラ
ブ、子ども劇場、おやこ劇場、文化会館などです。現
在では北海道から九州まで現在では6つの劇団風
の子がそれぞれの地域で活動しています。
　喜多方市出身であった私は、当初は東北・信越
事務所の所長としてもっぱら営業を任されていま
したが、地元にもきちんとした劇団を立ち上げた
いと思い、1993年、劇団風の子東北を誕生させま

した。

２　2011年当時、劇団員は６人で、福島県を中心
に東北６県、及び近隣の新潟県、茨城県、栃木県で
年間、約200日の講演を行っていました。
　私たちが主に公演していた小規模の小学校や幼
稚園・保育園などは、少子化の影響によって統廃合
が進み、劇団を維持していくことは容易ではありま
せんでした。
　そのような中、2011年３月11日の東日本大震災、
福島第一原子力発電所での事故が発生しました。
　それまで毎年公演していた宮城県や福島県の沿
岸部の幼稚園や保育園が津波で流され、浜通り地
方、特に相馬郡、双葉郡からも特に子どもを抱えた
世帯の多くが避難してしまい、小学校や幼稚園、保
育園も移転や休園を余儀なくされました。私達の
公演先も無くなり、年間にすると約30～40日くらい
の公演が出来なくなりました。
　避難指示が解除され、学校や幼稚園が再開され
ても戻ってくる子どもの数は震災前の半分以下で
した。私達は子ども１人当たり800円をもらって公
演していましたので、大変な減収になりました。劇
団員たちに支払える給料は月10万円ほどになりま
した。
　放射線被ばくを避けなければならない事情は劇
団員も同じです。そこに収入の減少も手伝い、次々
と劇団員が去り、最後に私だけが残りました。

３　それまでは自分自身は舞台には立たず裏方
を務めていた私が、プロの児童劇団として、たった1
人で、福島県民のために何ができるのか。
　思い浮かんだのがラジオでした。福島第一原発
が危険な状態に陥り、多くのメディアが福島を離れ



3

意見陳述

ていたとき、福島県民の情報源は地元のラジオで
した。ラジオ福島では社員が会社に泊まり込み、コ
マーシャルなしで350時間以上ノンストップで放送
を続けていました。地震や津波、原発事故に関する
情報に加え、家族の安否確認や生活に関する疑問、
質問、避難所生活などで不安に押しつぶされそう
な福島県民たちの心のよりどころになっていたの
がラジオでした。
　私は当時のラジオを題材にして、福島の今を伝
える一人芝居「フクシマ発」を創りました。脚本も制
作も、もちろん主演として舞台に立つのも私一人で
す。ラジオの公開生放送という設定で、パーソナリ
ティと新聞社の震災担当者を一人二役で、時々の
福島の出来事をユーモアや音楽を交えながら演じ
ていきます。

　公開生放送という設定ですので、会場インタビュ
ーとして、観客からも自由に質問してもらいます。観
客から寄せられた質問には、新聞社の震災担当者
扮する私が質問に答えますので、どのような質問に
も誠実に真実を伝えられるよう、情報収集に多くの
時間を費やしました。
　2013年から始めた「フクシマ発」は、中学生以上
を対象にしたものでしたが、報道をきっかけに全国
から公演の依頼をいただくようになり、これまでに
105回の公演を行いました。また、より小さな子ども
向けにも紙芝居「子どもに伝えたい話」を創り、こち
らの上演回数も75回を数えました。

４　子どもたちは正直です。福島県内での公演で
は、６才の女の子から、「ちゃんとした子どもを産め

るのかしら？」との質問を受けました。中学生の女
の子からも、「福島県は地産地消運動をやってきた
けど、私達は恋愛も地産地消じゃないと駄目みた
い。」との発言がありました。私は、込み上げてくる
ものを押さえつつ、新聞社の震災担当者として、放
射線被ばくによる遺伝的影響について分かってい
ることや分かっていないこと、当時みられた福島県
民に対する差別のことも、その場しのぎの嘘や誤
魔化しを交えずに、答えます。
　福島県内の学校で公演した際、大熊町出身の先
生が、「両親が高齢にもかかわらず、原発事故のせ
いで会津に避難する事になり、とても心配してい
る。特に大熊は冬に雪などめったに降らないけど
会津の冬は雪で、歩くのも大変だろう。転んでけが
などしなければ良いが…。」と言っていました。大
熊町役場が会津若松に移転し、多くの町民も避難
したのです。慣れない土地での生活は特に高齢者
にとっては大変なのです。福島県民の震災関連死
は、2331人（2021年現在）になっていて、被災三県
の岩手県、宮城県と比べ突出しています。
　福島県外での公演では、子どもといっしょに避難
したお母さんから、地元に残った父親と離婚したこ
とや、県外に避難した子どもが避難先の学校でいじ
めに合い、不登校になったことを告げられることも
ありました。文部科学省の調査では、明らかになっ
ただけでも約200件のいじめがあったそうです。福
島からの避難という事がわかれば、嫌がらせにあっ
たり差別されるのです。
　原発被害は、人間だけでなく動物にも影響を与
え、牛、豚、鶏も殺処分されました。農業、林業、漁業
にも観光業にも生産業にも被害を与えました。本
当に、平穏に暮らす県民の生活を全て奪ってしまっ
たのです。6才の女の子にまで「ちゃんとした子ども
を産めるのかしら？」と言わせる世界を創ってしまっ
たのです。
　そういう意味では、日本国憲法に保障されたは
ずの人間らしく生きる権利や家族いっしょに暮らす
権利、いかなる国民も差別されない権利、居住、移
転、職業選択の権利、健康で文化的な最低限度の
生活の権利、これら全てが奪われたのです。全ては
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原発事故が原因なのです。
　先日、国連人権委員会任命の専門家（セシリア・
ヒメネス・ダマリー氏）による福島の原発事故避難
者に対する実態調査が行われ、記者会見がありま
した。その専門家は、国内避難民を強制避難者と自
主避難者に区別することは国際人権法に基づかな
いものであり、早急に支援の格差を是正することが
大切だと言っていました。また、福島県が、自主避
難者に対する住宅補助を打ち切り、立ち退きを求
めて訴訟を提訴していることは明らかな人権侵害
だと指摘しました。

５　岸田総理は、原発の再稼働を積極的に進め
ようと、延長期間の20年の見直しを検討し、なお且
つ、新規の原発の建設も計画に入れるそうです。私

にはとても理解できません。
　私は先日、「世界で一番安全な場所」という映画
を観ました。これは、世界で最も著名な原子力学者
が、映画監督といっしょに世界中の原子力発電所
から出た核のゴミの処分場に適応できる場所を探
していくドキュメンタリーでした。結局、世界中どこ
を探しても核の最終処分場に適応する場所は見つ
からなかったという内容です。
　様々な課題や問題を考えると、これ以上原子力
発電所を稼働してはいけないというのが私の意見
です。何よりも、かけがえのない地球をこれ以上汚
さないで、子どもや孫の世代に渡していきたいし地
球上の生物の全ての生命を大切にしたいので、原
子力発電所に異を唱えるものです。もちろん、核兵
器もです。
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地元住民らの理解と合意を得ないまま一体どこへ
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ʢࣄہɹྛాʣ



5

福島第一原発事故による
子どもの甲状腺がんの増加

　　　皆さんは、原発事故後、福島県内で小児甲状
腺がん患者が増加していることをご存じでしょうか。
　以下では、福島県民健康調査の結果をもとに、
福島県における小児甲状腺がんの発生状況を２
つの視点から取りまとめました。

　　　まず、各検査段階での10万人当たりの年間
の小児甲状腺がん患者数を算出したところ、以下
のグラフのとおりになりました。

 
　一般的に小児甲状腺がんは年間10万人あたり
0.1～０.2人といわれていますから、少なくとも「数
十倍」発生していることになります。
　検査１回目と検査２回目の新規患者数を比較
した時、約４人から約13人へと３倍程度増加して
いることが分かります。
　このような結果について、福島県民健康調査は
原則として全県民を調査対象としているため、潜
在的ながん患者が偶然に発見された場合も多数
含まれており、患者数が多くなるのは必然であると
の批判もあります。
　しかし、そうであれば、検査１回目で最も多くの
患者の掘り起こしが生じ、必然的に患者数も最多
となるはずですが、検査２回目以降の患者数の方

が顕著に多くなっています。この傾向は、原発事故
で被ばく後、一定の潜伏期間を経て、徐々に発症
者が出現していることを示しています。

　　　次に、福島県を、避難区域等13市町村、中
通り、浜通り及び会津地方の４地区に分けて、各
地域間で10万人当たりの小児甲状腺がんの年間
の新規患者数を比較しました。その結果が、以下
のグラフになります。

 

　すると、①被ばく量の最も多い避難区域等13市
町村で、他地域より早期に突出した変化が生じ、
②検査２回目では、事故現場から遠ざかるほどに
患者数が減少していることが明らかとなりました。
　通常、近接する地域間で病気の発症率を見たと
き、何らかの外部的影響を受けない限り、その地
域間に有意な差は生じないはずです。
　この変化は、時的場所的に鑑みて、福島原発事
故という外部的影響を受けた結果と考えるのが合
理的ではないでしょうか。

　　　このように原発事故は、子供たちの将来に
大きな爪痕を残しているのです。
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本格検査（検査3回目） 本格検査（検査4回目）
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原発なくそう!九州玄海訴訟弁護団
弁護士　服部友祐
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　2022年12月22日、政府は脱炭素政策を議論す
る「GX（グリーントランスフォーメーション）実行会
議」を開催しました。
　これまで「原則40年、最長60年」とした運転期間
から、原発再稼働のための審査対応で停止した期
間を除外し、60年超の運転を可能とする基本方針
を決定。
　政府はこれまで福島第一原発事故後、原発に対
する国民世論の厳しさを考慮し、原発の依存度低
減をあげ、原発の新増設や建て替えを「想定しな
い」としてきました。

　しかし今回、180度政策転換をし、次世代型への
建て替えを2030年代の運転開始を目指すという
強行策に転じています。すでに廃炉が決まった原
発施設を対象にすることも含まれています。
　避難者の問題は置き去りにしたまま、見通しの
立たない使用済みの核燃料の処分問題や避難計
画、汚染水の海洋放出など、課題は山積していま
す。また、第6次エネルギー基本計画で示した「再
生可能エネルギーの主力電源化」についても実現
すべき具体的政策は進んでいない状況です。こう
した暴挙は断じて許せません。

新規建設（新増設・建て替え）は
想定していない　

まずは廃炉が決まった原発の建て替え
新増設も検討

運転停止期間を除外する（電気事業法）
原子力規制委員会の審査や司法
判断などで運転が止まった期間

運転期間（原子炉等規制法）

こ

れ

ま

で

転

換

後

原則40年

最大20年延長

最大60年

原則40年 停止期間 20年

追加

60年超の運転が可能に

原発活用策の課題とは？

新たな活用策

60年超運転

再稼働促進

次世代型原発

放射性廃棄物
への対応加速

・規制手法は未定
・地元の不安の解消

・地元理解や避難計画
  の整備
・相次ぐ不祥事や
  トラブル
・審査の長期化

・莫大な建設費
・新たな規制の整備
・技術は開発途上

・使用済み核燃料の
  処理工場は未完成
・最終処分場の建設地
  決まらず

課  題

岸田政権の「原発回帰」画策とは…
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　政府は去る12月22日、原発の新規建設や60年以
上の運転を認めることなどを盛り込んだ「GX（グリー
ン・トランスフォーメーション）実現に向けた基本方
針案」を打ち出しました。これは、2011年のフクシマ
原発事故の反省に立って策定された従来の原発政
策を否定し大転換するもので、国民の生命財産を著
しく危険にさらすものです。ついては、私たちはこれ
に強く抗議し、撤回を求めます。

　私たちは九州電力玄海原発の操業停止を求めて
2012年に九州電力と国を相手取って訴訟を起こし、
原告は現在10,373名、41回の口頭弁論を経過しまし
た。玄海原発の所在する佐賀県の住民や近隣県民に
とっても、このたびの原発政策の大転換は到底看過
できることではありません。

　政府は第6次エネルギー基本計画（2021年）でも
原発維持の方針を示していますが、原発の新増設や
建て替えに関しては盛り込まず、「原発依存を可能な
限り低減する」としてきました。しかし、このたびの基
本方針案では初めて新増設や建て替えを明記しまし
た。このような重大事を国会の審議も経ず、国民の意
見も広く聞くことをせずに拙速に進めることは、民主
主義の趣旨を踏みにじるものであり、フクシマ原発事
故により多大な被害を受けた人々の傷口をえぐるよ
うな暴挙といわざるを得ません。

　 原発の運転期間を原則40年間とすることは原子
炉等規制法に盛り込まれています。そのため、40年運
転を前提として設計施工されています。1回限り延長

できるのは特例とされてきました。それを正当な根拠
もなく20年まで延長できると変更するのは安全性を
無視した暴挙です。

　しかも、運転停止期間を運転期間から除くという
ルール変更は合理的根拠がありません。停止中でも
金属の腐食等は進みます。仮に10年間停止していた
場合、最長70年まで運転できるようになるというの
は、無謀としか言えません。

　原発の新増設には10年から20年以上を要します。
それはつまり、現在の電力需要には対応できず、しか
も喫緊の課題である二酸化炭素削減にも貢献できな
いことは明らかです。

　「次世代革新炉」はこれから開発するというもので実
現性は不明であり、根拠のない期待を持たせるものです。

　美浜原発3号機は40年を超えて運転する原発とし
て初めて、原子力規制委員会による安全性審査を経
て稼働が認可されました。しかし今後は経産省が「利
用政策」の観点から審査することになります。産業上
の利便性を最優先する制度に切り替えるという重大
な方向転換は、国民の安全をないがしろにするもの
で、断じて許容できません。

　玄海原発は九州の西端に位置しており、もし過酷
事故が起きたら大量の放射性物質が偏西風に乗って
北部九州のみならず、日本全域を覆い、人の住めない
国土となる恐れすらあります。

岸田総理、西村経産大臣썙썽쎂
쎅原発推進の基本方針案を
撤回するようٻ쎘쎢要請書쎩ૹୡ썮쎕썮썶
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2023年　6月22日（木）
13:00　佐賀県弁護士会館集合
※締め切りは6月16日（金）午前

第44陣追加提訴のご案内
2023年　3月30日（木）
13:00　佐賀県弁護士会館集合
※締め切りは3月24日（金）午前

第43陣追加提訴のご案内

2023年　4月28日（金）
13:30　佐賀県弁護士会館集合
14:00　進行協議
15:00　口頭弁論
　　　 模擬裁判・報告集会会場／
　　 　佐賀県弁護士会館 

第42回裁判のご案内

今後の日程

2023年　7月21日（金）
13:30　佐賀県弁護士会館集合
14:00　進行協議
15:00　口頭弁論
　　　 模擬裁判・報告集会会場／
　　 　佐賀県弁護士会館

第43回裁判のご案内

福岡県弁護士会館
（福岡市中央区六本松4-2-5）
※オンライン視聴も準備中

佐賀市中央本町1-10-3F
佐賀中央法律事務所気付
「原発なくそう！九州玄海訴訟」
原告団・弁護団　　
Tel.0952-25-3121

1959年山口県生まれ。
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻修士課程修了。
福島第一原発事故後の2011年10月、内閣官房原子力事故再発
防止顧問会議の委員に就任。
地域住民の合意に基づく再生エネルギーの普及や全国各地で
環境対策やエネルギー政策の支援活動をおこなう。

飯田哲也さん  
講演会

500円
学生は無料、
オンライン参加者も500円

資料代

問合先

場所

私たち自身の手で
｢未来のエネルギー社

会づくり｣を！

1959年山口県生まれ。
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻修士課程修了。
福島第一原発事故後の2011年10月、内閣官房原子力事故再発
防止顧問会議の委員に就任。
地域住民の合意に基づく再生エネルギーの普及や全国各地で
環境対策やエネルギー政策の支援活動をおこなう。

13:30会場
14:00開演月 日3 5日


